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行 政 情 報 ・ 市からのお知らせ

【緊急地震速報を聞いたら、どうすればいいの？】
　①まず低く②頭を守り③動かないのポイントを守
り、身の安全を確保するようにしましょう。
　周りの人に声をかけながら周囲の状況に応じて、
あわてずに行動しましょう。
　

　平成29年４月１日～平成30年３月31日までの、住
民基本台帳の写しの閲覧状況を公表します。

■期間　７月２日～ 15日（平日・執務時間内）
■内容　閲覧請求者または申出者、利用目的の概要、
　　　　閲覧年月日、閲覧範囲　

　市ホームページでも公表しています

■会場&問い合わせ　市民課　☎38-2030

■ラポルテ市民サービスコーナー　午前10時～午後７時（土・日・祝日は午後５時まで）※７月の休業日は15日（日）　葵ラポルテ市民サービスコーナー　☎31-3130

く  ら  し

ご理解とご協力をお願いします

７月15日のサービス停止

　７月15日（日）は電気設備の点検を行うため、終日、
下記のサービスがご利用できません。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
詳細は、市ホームページをご覧ください

■内容＆問い合わせ
①ラポルテ市民サービスコーナーの臨時休業
　ラポルテ市民サービスコーナー
　　　　　　　　　　　　☎31-3130

②住民票等のコンビニ交付サービスの停止
　市民課住民登録係　☎38-2030

③芦屋市施設予約システムポータルサイトの停止
　情報政策課　☎38-2021

オープニング 高座の滝

ト ピ ッ ク ス あしやを歩く　スタンプラリー

特　　　　集
みんなで守る
安心して暮らせるまち

お 知 ら せ 学生親善使節交流行事

エンディング Sound of ASHIYA「Life」ver.

あしや トライあんぐる ７月・前半

《放送時間 15分》※ＤＶＤの貸出可
①午前９時②正午③午後３時④午後６時⑤午後10時

C A T V  芦 屋 市 広 報 番 組

■「あしやトライあんぐる」は、11ch（一部地域除く）
 または市ホームページでご覧ください。

■番組に関する問い合わせ 広報国際交流課　☎38-2006
■ＣＡＴＶ全般に関する問い合わせ
　Ｊ：ＣＯＭカスタマーセンター（午前９時～午後６時）
　☎0120-999-000（フリーコール）

　国民健康保険料納額通知書を７月中旬に送
付します。世帯の保険料は平成30年度保険料率

（医療給付費分・後期高齢者支援金等分と40歳
以上65歳未満の人が対象の介護納付金分の合
計額）に基づいて決定します。

【保険料額決定通知書】
 保 険 料 額 決 定 通 知 書 を、７ 月 中 旬 に 送 付 し

ます。
※６月以降に75歳になられた人や、新たに後期高
　齢者医療制度に加入された人には、８月以降に
　通知書を送付します。

医療
給付費分

後期高齢者
支援金等分

介護
納付金分

平等割額 20,520円 7,920円 6,360円

均等割額 30,000円 11,640円 13,200円

所得割額 6.3% 2.6% 2.6%

賦課限度額 580,000円 190,000円 160,000円

問い合わせ　保険課保険係　☎38-2035

国民健康保険料の
納額通知書を送付します

　後期高齢者医療制度
　  　  保険料額決定通知書、被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証を送付します

問い合わせ　保険課後期高齢者医療係　☎38-2037

【所得の低い人の軽減】
　所得割額算定にかかる所得が58万円以下の人
の所得割額の軽減は、平成30年度からなくなりま
す。

　保険料軽減率の変更

【被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証】
　新しい被保険者証を７月下旬に送付します。
　限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちで、
引き続き対象となる人には、被保険者証と併せて、
新しい減額認定証を送付します。
　８月１日からは、新しい被保険者証、減額認定証
を医療機関等の窓口で提示してください。

【被扶養者だった人の軽減】
　制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被
用者保険の被扶養者だった人の均等割額の軽減率
が、平成30年度から５割になります。

【平成30年度保険料率等】

詳細は、上記または
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局コールセンター（☎078-326-2021）へ

平成29年度 平成30年度

２割軽減 軽減なし

平成29年度 平成30年度

７割軽減 ５割軽減
　国民健康保険は、職場の健康保険や後期高齢
者医療制度などに加入していない人が加入しな
ければならない公的医療保険です。

※平成30年度からの保険料のお支払いは、全９
　期（７月から３月）となります。

　介護保険料決定通知書を、７月中旬に送付し
ます。
　保険料の算定額は、本人や家族の前年所得額等
に応じて決定されます。

問い合わせ　高齢介護課管理係　☎38-2046

介護保険料の
決定通知書を送付します

【口座振替のご利用を】
　保険料のお支払いは、便利な口座振替をおす
すめします。申し込みの際は、各担当課（係）へご
連絡ください。
【保険料徴収業務の一部民間委託】
　今年度も４月１日から引き続き、保険料の徴
収業務の一部（電話・訪問による納付勧奨および
保険料の領収）を民間業者に委託しています。

【保険料の減免】
　災害で大きな損害を受けたとき、失業などで
所得の著しい減少があったとき、低所得などの
理由により、保険料を納めることが困難な事情
が生じた人については、申請により保険料の減
免を受けることができる場合がありますので、
ご相談ください。

芦屋市　住民基本台帳閲覧

平 成 3 0 年 度  保 険 料 の お 知 ら せ

窓口とホームページで公表します

住民基本台帳の閲覧状況を公表

　防災行政無線（屋外スピーカー・戸別受信機および
緊急告知ラジオ等）から訓練放送が流れます。大地震
に備え、身を守る行動の確認をしてください。

■日時　７月５日（木）午前10時ごろ　
■場所　市内全域　
※防災行政無線の訓練放送が聞き取れなかったり、も
　う一度聞きたい人は、自動応答の電話を利用してく
　ださい。（☎0180-99-7787）

シェイクアウトをしましょう

緊急地震速報の訓練放送

■問い合わせ　防災安全課　☎38-2093

防 災・安 全
芦屋市　ラポルテ

芦屋市　コンビニ交付

芦屋市　施設予約




